
生涯学習課複写複合機賃貸借 仕様書 

 

本件は、阿賀野市笹神支所２階のデジタル複写複合機を賃貸借するものであり、本仕様書による

ものとする。 

 

 

１ 件   名  生涯学習課複写複合機賃貸借 

 

２ 履 行 場 所  阿賀野市山崎７７（笹神支所） 

 

３ 賃貸借備品  デジタル複写複合機 １台 

         想定機種 RICOH(C6010F)・Canon(C5860F)・FUJIFILM(C6571) 

４ 備品の仕様 

① コピー機能 

1）最大用紙サイズ     A3 サイズ 

2）複写原稿        シート、ブック原稿 最大原稿サイズ A3 

3）複写倍率        ①３段階以上の縮小・拡大固定倍率 

②ズーム倍率 25％～400％（1％きざみ）の縮小拡大が可能 

4）ウォームアップタイム  30 秒以下 

5）ファーストコピータイム モノクロ 3.3 秒以下 カラー 5.0 秒以下 

6）連続複写速度      A4 モノクロ 60 枚/分以上 カラー 60 枚/分以上 

7）給紙方式        4 段トレイ、手差し 100 枚以上を装備していること 

8）給紙量         550 枚以上×4段＋100 枚（手差し） 

9）自動原稿送り機能    200 枚以上積載でき、一度の読み取りで両面読み取り可能な

こと 

10）両面複写機能     有り 

   11) 解像度        600dpi×600dpi 以上 

 

  ② プリンター機能 

1）ファストプリントタイム モノクロ 3.3 秒以下 カラー 5.0 秒以下 

2）解像度         読み取り 600dpi×600dpi 以上 

書き込み 600dpi×600dpi 以上 

3）2色プリンター機能  有り 

 

  ③ スキャナー機能 

    1）形式         カラースキャナー 

    2）読み取り機能     A4 モノクロ 片面 70 ページ/分以上 

                A4 カラー  片面 70 ページ/分以上 

  ④ 対応 OS         Windows10/11 に対応 



 

 ⑤ インターフェイス   ・イーサネット：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×２以上 

                [※（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T]）の 2 ﾎﾟｰﾄ目はオプシ

ョン対応可能（プリンター及びスキャナー利用可能）］ 

               ・USB ポート×１以上 

 

⑥ FAX 機能       有り 

 

  ⑦ フィニッシャー機能  有り（3ポジション、サイズ混載ステーブル可、針なし綴じ可） 

 

  ⑧ 設定作業について 

    ・複合機本体の２つのイーサネットについて、本市が指定する IPアドレス、サブネットマ 

スク及びデフォルトゲートウェイをそれぞれ設定すること。 

     ※プリンターに接続するパソコンの設定（プリンタードライバーのインストール等）は、 

本市で実施する。 

・スキャナーについて、阿賀野市企画財政課が指定するネットワークフォルダに保存でき 

るように設定すること。 

※フォルダにアクセスできるユーザーID 及びパスワードを設定する必要が生じたとき

は、その部分に関し、阿賀野市企画財政課が実施する。 

 

５ 賃貸借期間    令和７年７月１日～令和１２年６月３０日（５年間） 

           （地方自治法第 234 条の 3、自治法施行令第 167 条の 17及び阿賀野市長期

継続契約を締結することができる契約に関する条例に基づく契約） 

 

６ 見積額について 

① リース料    １か月あたりのリース料（税抜き）を算出願います。 

② 保守料金    １か月あたりの保守料金（税抜き）を算出願います。算出に当たっては、 

モノクロ 10,000 枚、カラー5,000 枚を使用した場合とし、トナー代、修理 

費に伴う部品代を含めてください。 

 

７ その他 

  ① 機器 

1） 製造の段階から部品等がすべて新品の複合機または、再生部分を使用している複合機の

いずれにせよ、長期間使用に耐え得る仕様であること。 

2)  環境対応に適しており、省エネルギー設計の機種であること。 

  ②入替 

   1） 備品の搬入、運搬、組立、設置、調整等納品に係る一連の作業も含むものとする。 

   2） 旧機器との入れ替えにかかる費用（旧機器の撤去運搬費用を含む）を含むものとする。 

 3） 旧機器の撤去費用及び入替については、旧機器の業者と連絡調整のうえ、責任をもって

するものとする。 

 



 4） 納入機器の搬入及び現機器の撤去搬出時においては、建物の床・壁・柱等に損傷を与え

ないこと。万一、損傷が生じた場合、原因者の責任において補修復旧を行うこと。 

 5） 搬入時において発生したゴミ、ダンボール等梱包の残材類はすべて持ち帰ること。 

③契約について 

   1） リース料と保守料金の契約については、別々に契約を締結するものとする。 


